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消費者ホットラインは、お住いの市町の消費生活相談
窓口、県消費生活支援センター、国民生活センターの
いずれかの相談窓口につながります（開設時間内）。

消費者庁　消費者ホットライン 188
イメージキャラクター　イヤヤン

市民課
市民相談室

消費生活センター

観光交流課
企画情報課
税務住民課

0768-23-1131
0761-24-8071

0768-82-7760

076-277-8388　

0767-22-5941　

0768-52-3790
住民課 0768-62-8510

076-255-2120

毎日の生活の中で「あれっ？」「困った！」と思ったときには、一人で悩まずにご相談ください。
恥ずかしがらずに、気軽に利用しましょう。


